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別表六(二十五)
｢20｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。

　認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の法人税額の特別控除を適

用している場合

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢令和７年旧措置法第42条の12の６第２項｣

②　｢区分番号｣欄：｢00655｣

③　｢適用額｣欄：｢20｣欄の金額

｢20｣欄


